
3  利 用 方 法 

 

(1)分析の手法 

まず、各団体で、当該事業がどの類型に該当するのか「5 団体別類型一覧表」で確認する。次

に「6 事業別・類型別平均値一覧」から各団体が属する類型(Aa1、Aa2、…)の平均値を確認す

る。さらに、「7 下水道事業比較経営診断表」から各団体の数値を確認する。 

「7 下水道事業比較経営診断表」では、同類型に属する個々の団体の数値、事業ごとの全国

平均と比較することができる。 

※ 林業集落排水施設・簡易排水施設・小規模集合排水処理施設（もしくは特定地域生活排水

処理施設・個別排水処理施設）については、「6 事業別・類型別平均値一覧」において一つの

類型を示しているが、「7 下水道事業比較経営診断表」においてはそれぞれの事業ごとの類

型・全国平均と比較している。 

 

①項目  指標の項目 

②団体  令和４年度、令和５年度「地方公営企業決算統計」により算出した各指標の数値 

③類型平均・全国平均  類型区分ごと、事業区分ごとに算出した平均値。一般家庭用使用料

及び事業別資金不足比率は単純平均、その他の指標は加重平均による。 

④類型内順位  類型区分ごとの指標順位。 

 ：指標の数値が高い方から数えた順位 

 ：指標の数値が低い方から数えた順位 

⑤グラフ  代表的な指標である有収率、水洗化率、経費回収率等について、類型平均を１と

した場合の団体数値と全国平均を比較したもの 

 

＊市町村合併等により令和５年度データが表示されない場合がある。 

＊利子負担率、自己資本構成比率、固定資産対長期資本比率は、法適用事業のみ表示する。 

 

(2)指標の説明 

１ 事業の概要 

  各種の下水道を総合的に調整し整備していくに当たっては、その整備目標の設定と整備の進

捗度の把握を行い、更にこれを議会や住民に説明し理解を得るため、各種の下水道の整備状況

を総合的に把握、評価することが不可欠である。 

    

(ｱ)事業別普及率(%) 

  行政区域内人口に占める処理区域内人口の割合である。当該事業の整備状況を表すもの

である。事業ごとに算出しているため団体全域の普及率ではない。 



   (ｲ)進捗率(%) 

全体計画人口に占める処理区域内人口の割合である。全体計画に対しての進捗状況を表

すものである。 

    

(ｳ)一般家庭用使用料(1 ヶ月 20 ㎥あたり) 

  一般家庭において 1 ヶ月あたり 20 ㎥使用した場合に下水道使用料として徴収される金

額である。ただし、戸割、人頭割等の使用料を設定している団体にあっては、世帯員数を

3 人とした場合、浄化槽の人槽区分別に使用料を設定している団体においては、５人槽の

場合（５人槽の区分のない団体にあってはもっとも小さい人槽区分）の使用料としている。

また、地区別等、複数の使用料体系を設定している場合は、一番有収水量の多い使用料体

系での額としている。 

   

(ｴ)処理区域内人口密度 

   処理区域面積１ha あたりの処理区域内人口を表したものである。 

 

２ 施設の効率性 

下水道事業は、先行的に施設整備を行う事業である。供用開始後、汚水処理サービスの対価

として使用料を収入することにより、施設建設に要した経費を回収するものである。また、こ

のような経費は汚水量の多寡に関連しない固定的な経費でもあることから、早期の水洗化等に

より施設の利用効率を高める必要がある。さらに、有収水量の増加による使用料収入の確保を

図ることにより、投下した資本を早期に回収する必要がある。 

 

(ｱ)施設利用率(%)   

   現在晴天時平均処理水量を現在処理能力（晴天時）で除したものである。施設がどの程 

度利用されているのかを示す。 

 

(ｲ)有収率(%) 

処理した汚水のうち使用料徴収の対象となる有収水の割合である。有収率が高いほど使

用料徴収の対象とできない不明水が少なく、効率的であるということができる。 

下水道においては、管渠の接続部分、マンホール等からある程度の不明水が流入するこ

とはやむを得ないものである。しかし、著しく有収率の低い団体にあっては、多量の不明

水が発生する原因の究明とその削減に努める必要がある。不明水の発生理由としては、管

渠の接続部分、マンホール等からの流入や、汚水桝と雨水桝の誤接続による雨水の流入、

無届排水設備からの汚水の流入、井戸水等の認定水量と実際の使用水量との誤差の発生等

が考えられる。これらの有無を検証し、適切な対策を講じる必要がある。 



(ｳ)水洗化率(%) 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口の割合

である。 

下水道事業は、一般に末端管渠が整備されてから水洗化されるまで相当程度の期間を要

するものである。したがって、末端管渠整備後間もない区域の多い事業体では、低い水洗

化率となる場合も多いと考えられる。しかし、少なくとも類型平均と比較して低い事業に

あっては、特殊な問題がないか検討する必要がある。また、供用開始後年数が短い事業に

ついても、100％に近づくよう常に努力しなければならない。 

 

３ 経営の効率性 

下水道事業は、地方財政法上の公営企業とされており、一般会計との間の適正な経費負担区

分を前提として、その事業に伴う収入によってその経費を賄うという独立採算制の原則が適用

されている。 

一般会計による負担によってその経費を賄うことが認められている経費としては、雨水処理

費、分流式下水道等に要する経費、高度処理費、高資本費対策経費等がある。これら以外の経

費を決算統計上は「汚水処理経費」として整理しており、これを下水道事業の経営に伴う収入

で賄わなければならないこととなる。 

 

(ｱ)使用料単価(円/㎥)  

有収水量 1 ㎥あたりの使用料収入であり、使用料の水準を示す。 

下水道の使用者には、一般家庭のほか工場や事業所も含まれ、使用の実態は地域によ

って様々である。そのため、団体ごとに、地域の実情に応じた使用料体系を採用してい

る。従量使用料に基本使用料を併置している団体が多いものの、累進制の採用及び累進

度の設定、水質使用料制の採用、さらに一般排水と特定排水の区分など、団体によって使

用料体系は様々である。 

このような実態を踏まえれば、使用料設定の適否については後述する 1 ヶ月 20 ㎥あた

り一般家庭用下水道使用料だけでなく、使用料体系全体としての検討が必要であるとい

える。使用料単価は、その分子が全体の使用料収入であり、団体の使用料水準の全般を論

じる際に有効であるといえる。したがって、類型平均と比較して低い事業体にあっては、

本指標と使用料体系及び 1 ヶ月 20 ㎥あたり一般家庭用下水道使用料を併せて、他の団体

と比較検討することにより、自団体の使用料設定上の問題点を究明する必要がある。使

用料体系等については、「下水道使用料の概要」で、取りまとめているので参考にされた

い。 

また、使用料単価は、経費回収率の分子をなす指標である。経費回収率及びその分母を

なす汚水処理原価と併せて自団体の経営上の特徴、問題点を分析する必要がある。 



(ｲ)汚水処理原価(円/㎥)  

有収水量 1 ㎥あたりの汚水処理費であり、その水準を示す。汚水処理費は、維持管理費

と資本費とに分けられる。 

維持管理費は日常の下水道施設の維持管理に要する経費であり、具体的には、人件費、

動力費、薬品費、施設補修費、管渠清掃費及びその他の維持管理費によって構成される。 

維持管理費を抑制して住民負担を極力軽減するためには、維持管理に当たって組織の簡

素合理化、定員管理の適正化、業務の民間委託等を推進することにより、経費の抑制を図

る必要がある。特に中小市町村等においては、複数の処理場の広域管理や水質検査、汚泥

処理の共同化等の広域的処理、ポンプ場の遠隔制御等による無人化、民間委託の活用等に

より効率的な維持管理に取り組む必要がある。 

資本費は、法適用企業にあっては減価償却費、企業債等支払利息(一時借入金利息を除

く。) 、企業債取扱諸費等の合計額である。法非適用企業にあっては、地方債元利償還額、

地方債取扱諸費等の合計額である。資本費については、すでに発行された企業債(ないし

地方債)や資産の取得原価に基づき算定されるものであり、下水道使用水量や使用者数の

多寡にかかわりなく、償還時点においては固定的に必要とされる費用なので、短期間での

削減は難しい。 

汚水処理原価(資本費)について、同一類型内で他と比較して高ければ、処理場等の能力

等が現時点では過大なものとなっている可能性が高く、早期に計画上の処理量に達するよ

う末端管渠等の整備を促進する等の措置を講じる必要がある。また、今後整備を進める地

域については、事業規模、処理システムの変更も含め、計画の見直しを行い、過大な建設

投資を回避することにより、将来の資本費の削減を徹底すべきである。 

なお、平成 18 年度から「分流式下水道等に要する経費」が新設されたが、当該繰出し

は不採算経費に対する繰出しであるため、より汚水処理原価を明確化するために、分流式

下水道等に要する経費を控除する前の汚水処理原価を掲載している。 

 

(ｳ)経費回収率(%)  

汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指標である。下水道の

経営は、経費の負担区分を踏まえて汚水処理費全てを使用料によって賄うことが原則で

ある。したがって、経費回収率は、下水道事業の経営を最も端的に表している指標といえ

よう。 

「4 事業別・類型別使用料等の概況」をみると、供用開始後年数が小さいほど、回収率

は小さくなっている。これは、供用開始後間もない事業体においては、有収水量が少な

く、汚水処理費の多くを賄えない状況にあるためと思われる。このような事業体では、汚

水処理費全てを使用料の対象経費とすると、その結果、使用料が著しく高額となるため、

過渡的に使用料の対象とする資本費の範囲を限定している場合がある。しかし、汚水処



理費については、経費の負担区分に基づき一般会計等が負担する経費を除き、維持管理

費、資本費にかかわらず、使用料対象経費とすべきことが原則である。よって、有収水量

の確保を図ることにより、早急に資本費を使用料対象経費とするよう努めるべきである。 

また、供用開始後間もない団体にあっても、少なくとも維持管理費は使用料により回

収すべきである。経費回収率(維持管理費)が 100％を下回っている団体は、早急に、組織

の簡素合理化、定員管理の適正化、業務の民間委託等を推進することにより、経費の抑制

を図る一方、使用料の適正化を図ることにより、回収率の向上に取り組む必要がある。 

なお、平成 18 年度から「分流式下水道等に要する経費」が新設されたが、当該繰出し

は不採算経費に対するものであるため、より経費回収率を明確化するために、汚水処理

費から分流式下水道等に要する経費を控除する前の経費回収率を掲載している。 

 

(ｴ)処理人口 1 人あたりの管理運営費 

現在処理区域内人口 1 人あたりにかかる管理運営費である。この場合の管理運営費と

は、維持管理費との資本費を合計したものである。維持管理費、資本費に含まれる経費に

ついては(ｵ)、(ｶ)の説明の通りである。 

 

(ｵ)処理人口 1 人あたりの維持管理費 

現在処理区域内人口 1 人あたりにかかっている維持管理費であり、効率的な維持管理

の状況をみるものである。なお、この場合の維持管理費には、管渠、ポンプ場、処理場そ

の他にかかっている汚水処理費、雨水処理費、流域下水道管理運営費負担金その他など、

全てが含まれている。 

「4 事業別・類型別使用料等の概況」をみると、公共下水道では概ね、処理区域内人口

が少ないほど、供用開始後年数が短いほど、また有収水量密度が小さいほど、1 人あたり

の維持管理費は高くなっている。 

 

(ｶ)処理人口 1 人あたりの資本費 

現在処理区域内人口 1 人あたりにかかっている資本費である。なお、この場合の資本費

とは、法適用事業は減価償却費と企業債利息等、法非適用事業は地方債償還金と地方債等

利息等である。 

「4 事業別・類型別使用料等の概況」をみると、公共下水道では概ね、処理区域内人口

が少ないほど、供用開始後年数が短いほど、また有収水量密度が小さいほど、1 人あたり

の資本費は高くなっている。 

  

(ｷ)職員 1 人あたりの処理区域内人口 

 処理区域内人口を職員数で除したものである。 



  (ｸ)職員給与費対営業収益比率 

営業収益に対する職員給与費の割合である。営業収益が職員にどの程度分配されてい

るかを示している。 

 

４ 財政状態の健全性 

下水道事業は、一般に事業規模も大きく、地方公共団体の財政運営や住民生活に与える影響

が大きい。事業経営の健全性を確保するとともに、経営基盤の強化を図ることが急務となって

いる。したがって、少なくとも地方公営企業法の財務規定等の適用を行い、事業の経営状態や

財政状態を明確にする必要がある。 

 

(ｱ)総収支比率 

  総収益と総費用の比率を表したものである。100％未満であると総収支が赤字であるこ

とを示している。 

 

(ｲ)経常収支比率 

  経常収益と経常費用の比率を表したものである。100％未満であると経常収支が赤字で

あることを示している。なお、法非適用企業においては総収益を総費用と地方債償還金の

合計で除した値としている。 

 

(ｳ)事業別資金不足比率 

  事業別に算出した資金の不足額（地方財政法施行令第 15 条、第 16 条）と営業収益（受

託工事収益を除く）の比率。 

     【資金の不足額】 

・法適用事業：Ａ＋Ｂ－Ｃ 

Ａ＝「流動負債」－「当年度同意等債で未借入または未発行の額」 

Ｂ＝「建設改良費等以外の経費に対する地方債の現在高」 

Ｃ＝「流動資産」－「翌年度に繰り越される支出の財源充当額」 

・法非適用事業：Ａ＋Ｂ－Ｃ＋Ｄ 

Ａ＝「繰上充用金」Ｂ＝「支払繰延額」＋「事業繰越額」Ｃ＝「未収入特定財源額」 

Ｄ＝「建設改良費等以外の経費に対する地方債の現在高」 

 

(ｴ)利子負担率 

  有利子の負債及び借入資本金に対する支払利息の割合であり、外部利子の平均利率を

表す。利子負担率が高くなるとその後の経営を圧迫する要因の一つとなる。 

 



(ｵ)資本構成比率 

  総資本に占める資本の割合であり、財政状態の長期的な安全性を見る指標である。 

 

(ｶ)固定資産対長期資本比率 

  自己資本構成比率と同じく、事業の固定的・長期的安全性を見る指標で、資金が長期的

拘束される固定資産が、どの程度自己資本や長期借入金によって調達されているか示す。

100％以上の場合、固定資産の一部が一時借入金等の流動資産によって調達されており、

不良債務発生の原因となる。 

 

(ｷ)処理区域内人口 1 人あたりの企業債（地方債）現在高 

  企業債（地方債）現在高を処理区域内人口で除したものである。 

・法適用事業：企業債現在高 

・法非適用事業：地方債現在高 


